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質問 回答 

新商品が出ましたが、給付対象ですか。 
実際にご利用される方がいる場合に、介護支援専門員を通じた相談が

あった場合に、給付対象とするかどうかを検討して回答します。 

同じ製品で目的が違うので、２つ購入（貸与）

が出来ますか。 

利用者においても自己負担が増加するなど弊害もあるため、効果とコ

ストを比較考慮し、介護支援専門員による適切なアセスメントに基づ

いて、やむを得ない場合に限り可能です。介護支援専門員を通じて、

保険者にご相談ください。 

最近購入したばかりですが、故障してしまい

ました。再購入が可能ですか。 

何故、購入したばかりで故障したのか、原因により保険者が判断しま

す。購入前に保険者に相談してください 

複合的機能を有する福祉用具について、どの

ように取り扱われるのですか。 

国より通知が出ています。 

２つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱う。 

（１）それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれ

の機能に着目して部分ごとに１つの福祉用具として判断する。 

（２）区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の

種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定

福祉用具として判断する。 

（３）福祉用具の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含

まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。 

「フィッティング期間」及び「お試し」につ

いて給付対象となりますか。 
座間市では、給付対象ではありません。 

新規認定申請中や更新申請中及び変更申請

中に必要だった福祉用具購入についての本

申請の時に添付するケアプランはどうした

ら良いですか。 

暫定プラン及び本プランを併せて提出してください。 

福祉用具の使用により事故が発生しました。

どのように対応したらよいでしょうか。 

保険者は、製品の安全性や機能面を保証することはできません。安全

性の確保については、民法上の契約者間の責任となります。 

事業者は、福祉用具貸与、販売サービスの提供による事故が発生した

場合には、市町村、当該利用者等に連絡し、必要な措置を講じるとと

もに、採った処置についての記録、損害賠償等を行うこととされてい

ます。 

計算方法について教えてください。 

他のサービスと同様の考え方であり、保険給付額を小数点以下切り捨

てで処理し、残額が自己（本人）負担となります。具体的には、 

購入額(税込) ９，０１８円 負担割合１割の場合 

保険給付 ９，０１８円×９０％＝８，１１６．２  小数点以下切

り捨て 

本人負担 ９，０１８円－８，１１６円＝９０２円 

 


